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     知らせを延期する場合があります。

      施設等利用給付認定申請書(１号用)
　　及び私立幼稚園等保護者補助金交付申請書　兼請求書　兼口座振替依頼書

世田谷区長 あて

令和　　　年　　　月　　　日
 【申請にあたって同意していただく事項】

 1.  子ども・子育て支援法第30条の3において準用する同法第１６条の規定に基づき、施設等利用給付認定の審査及び申請者や同居親族の区市町村民税課税

     状況の確認に当たって、官公署に対し必要な文書の閲覧又は資料の提供を求めることがあります。

 2．申請書等に記載した内容は、施設等利用給付認定や施設等利用費の支給に関する情報として必要と認められる場合に、施設・事業者に提供することが

　　あります。

 3．施設等利用費は、世田谷区が必要と認めた場合は、申請者に代わり、利用する施設又は事業者が受領する場合があります。

 4．認定事務が集中した場合は、審査等に日時を要するため、申請日に関わらず、子ども・子育て支援法第３０条の5第5項の規定に基づき、審査結果のお

   以上のことに同意し、幼稚園（子どものための教育・保育給付の対象ではない私立幼稚園や国立大学附属幼稚園）、特別支援学校幼稚部の施設等利用給付

認定を希望するので、子ども・子育て支援法第30条の5第1項の規定に基づき、次のとおり施設等利用給付に係る認定と私立幼稚園等保護者補助金の交付を申請します。

また、施設等利用費の支給と私立幼稚園等保護者補助金の交付が決定された場合は、下記の口座に振り込んでください。

　　します。

 5．申請内容が事実と相違した場合は、施設等利用給付認定及び私立幼稚園等保護者補助金の交付を取り消すことがあります。

 6．認定希望期間の開始日現在で、子ども・子育て支援法第59条の2に規定する事業(企業主導型保育事業)の利用がある場合は、本認定の申請はできません。

 7．私立幼稚園等保護者補助金交付の要件を審査するに当たって、住民登録の状況、区市町村民税課税状況、兄弟姉妹の保育所通園状況等について、公簿で

　　確認いたします。また、申請子どもの在籍状況及び保育料等の納付状況について幼稚園等に確認し、補助金交付対象者であることを幼稚園等に通知いた

振込口座

　銀行・信用金庫
農協・信用組合

　　　支店
出張所
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との続柄氏名 印

普通　 口座番号（右つめ）

現住所が区外の
場合　区内転入

後の住所

利用(予定含む)する幼稚園(子どものための教育・保育給付の対象ではない私立幼稚園や国立大学附属幼稚園)、特別支援学校幼稚部を記入してください。

(続柄: 　　  )
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①
   -               -

(続柄:  　  )

②

現住所

   -               -    

年　　月　　日

就園整理番号 歳児 満３歳　・　年少　・　年中　・　年長

所在地

　園コード 入園（予定）日 年　　月　　日令和

施設名
（園名）

※裏面も必ずご記入ください

令和６年度

記 入 不 要



・令和５年１月１日または令和６年１月１日時点で世田谷区に住民登録がない方は以下の欄も記入してください。

・①または②の該当欄（①・②の両方に該当する場合は両方）に税額の確認できる書類の添付有無を記載してください。

※パンフレット８、１５頁参照

  住  所

7

※現在、園児と同居していない保護者（または扶養者）のいる場合 下記①・②欄に該当する場合、税額
の確認ができる書類の提出が必要と
なります。昭・平　　   　  ・　 ・　  生

6 昭・平・令   　  ・　 ・　  生

4 昭・平・令   　  ・　 ・　  生

5 昭・平・令   　  ・　 ・　  生

2 昭・平・令   　  ・　 ・　  生

3 昭・平・令   　  ・　 ・　  生

ひとり親世帯等に該当□　提出書類あり□

氏　　名 生年月日 続柄
備考(幼稚園児、保育園児は通園
施設名を記入)

1 昭・平・令   　  ・　 ・　  生

世帯の状況(園児以外の世帯員について全てご記入ください)

世田谷区
への転入日

          年      月      日 前住所

①

【令和５年１月１日時点で世田谷区に住民登録がなかった方】
※令和６年９月１日以降に入園（または転入）される場合は、この欄への記入および

令和５年度分の税額が確認できる書類の提出は不要です。

※令和５年１月１日時点で住民登録があった住所地での税額の確認ができる書類
（令和５年度分）を　□添付しました。　　□後日提出します。

②

【令和６年１月１日時点で世田谷区に住民登録がなかった方】

※令和６年１月１日時点で住民登録があった住所地での税額の確認ができる書類
（令和６年度分）を　□添付しました。　　□後日提出します。

問い合わせ先

世田谷区子ども・若者部子ども・若者支援課私学係
〒１５４－８５０４ 世田谷区世田谷４－２１－２７
ＴＥＬ ０３－５４３２－２０６６

ＦＡＸ ０３－５４３２－３０１６

【注意事項】

●下記に該当する場合は、別途提出が必要な書類がございますので、チェックボックスへ「レ」

をご記入の上、下記の問い合わせ先までご連絡をお願いします。詳しい状況をお伺いし、

手続きについてご案内いたします。

□里親の方が保護者（申請者）になる世帯に該当

□父母が離婚を前提に別居している世帯に該当

□園児とは別世帯に園児の兄姉がいる世帯に該当


